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意見提出者 個人 

 
１．項目 ＤＲＭ回避規制 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

現状、不正競争防止法と著作権法でＤＲＭ回避機器等の提供等が規制さ

れ、著作権法でコピーコントロールを回避して行う私的複製まで違法とさ

れている。 

 ＤＲＭ回避規制については、２０１０年４月に公開された海賊版対策条

約（ＡＣＴＡ）案において、ＤＲＭ回避規制の対象行為の拡大（製造及び

回避サービスの提供）や対象の拡大（「のみ」要件の緩和）等が必要な条

文案が選択肢を示さない形で提示されており、さらにこのような規制強化

について知財計画２０１０においても具体的な制度改革案を２０１０年度

中にまとめるとされている。 

 しかし、２００９年２月にＤＲＭ回避機器についてゲームメーカー勝訴

の判決が出ていることなどを考えても、現時点で、現状の規制では不十分

とするに足る根拠は全くない。 

 かえって、著作権法において、私的領域におけるコピーコントロール回

避まで違法とすることで、著作権法全体に関するモラルハザードとデジタ

ル技術・情報の公正な利活用を阻む有害無益な萎縮効果が生じているので

はないかと考えられる。 

 デジタル技術・情報の公正な利活用を阻むものであり、そもそも、私的

なＤＲＭ回避行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件

ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすることは困難だったにもかかわらず、文

化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的領域でのコ

ピーコントロール回避規制（著作権法第３０条第１項第２号）は撤廃する

べきである。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールして

いる技術を私的な領域で回避しただけでは経済的損失は発生し得ず、また、

ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権によって既に

カバーされているものであり、その被害とＤＲＭ回避やダウンロードとを

混同することは絶対に許されない。それ以前に、私法である著作権法が、

私的領域に踏み込むということ自体異常なことと言わざるを得ない。 

 ユーザーの情報アクセスに対するリスクを不必要に高める危険なものと

しかなり得ないこれ以上のＤＲＭ回避規制の強化は検討されるべきでない

のは無論のこと、このような危険なものとしかなり得ない規制強化条項を

含めた形での条約交渉を、何ら国民的な合意を得ない中で、一部の者の都

合から政府が勝手に行うなどおよそ論外である。日本政府として、海賊版

対策条約（ＡＣＴＡ）へのＤＲＭ回避規制関連条項の導入に反対し、同時

に、ＤＲＭ回避規制の強化による情報アクセスに関する国民の基本的な権

利の侵害の危険性について国際的な場で議論を提起するべきである。 
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３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

著作権法第３０条第１項第２号 

 著作権法第１２０条の２ 

 不正競争防止法第２条第１項第１０号、第１１号 

 海賊版対策条約（検討中） 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

・著作権法第３０条第１項第２号を削除する。 

・合わせ、ＤＲＭ回避規制に関して、ユーザーの情報アクセスに対するリ

スクを不必要に高める危険なものとしかなり得ないこれ以上の規制強化を

しないと閣議決定する。 

・海賊版対策条約（ＡＣＴＡ）条約交渉においてＤＲＭ回避規制関連条項

を取り除くよう日本政府から強く働きかける。 

 

 


